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1 は じ め に

国民経済計算（SNA）における政府最終消費支出の比重が高まっている。たとえば2013年

度確報（93SNA，名目）では，1995年度における政府最終消費支出は対 GDP 比で約15.2％

であるのに対し，一般政府の公的総固定資本形成は約8.8％である。2013年度にはそれぞれ

20.4％および4.9％へと変化しており，政府最終消費支出の比重がより大きくなっているこ

とが分かる。

さらに，昨今の景気刺激策においても，政府最終消費支出に分類されうる項目が中心に据

えられている。たとえば，リーマンショック後に行なわれた大規模な景気対策では，定額給

付金，家電エコポイント，住宅エコポイント，エコカー補助金など公共投資以外の項目が中

心となっていた。

すると，政府最終消費支出については，統計面で比重が高まっていることは勿論，実際の

政策においても主要な役割を担うことが期待されていることが分かる。このことを踏まえ，

本稿では，政府最終消費支出の近年の動向を整理する。あわせて，政府最終消費支出が民間

消費にどのような影響を与えるのかについて簡単な実証分析を試みる。

本稿の構成は以下の通りである。まず第 2節では，国民経済計算における政府最終消費支

出の定義について確認し，近年の動向を概観する。その際，マクロレベルは勿論，地域（都

道府県）レベルのデータも対象とする。第 3節では，第 2節の整理を踏まえて，都道府県の
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本稿では，近年の政府最終消費支出の動向を整理する。その上で，日本の都道府

県パネルデータを用いて，政府最終消費支出が民間消費にどのような影響を与えた

のかについて実証分析を試みる。統計面から整理すると，高齢化の進展を反映し，

1990年代後半以降は社会保障や医療に関する項目が増加傾向にあることが示された。

実証分析からは，政府最終消費支出は民間消費を有意に増加させるとの結果が得ら

れた。

キーワード 政府最終消費支出，高齢化



パネルデータを用いた実証分析を試みる。第 4節は本稿の結論部分である。

2 政府最終消費支出の定義と近年の動向の整理

2.1 国民経済計算における政府最終消費支出の定義

国民経済計算における政府の経済活動は，民間部門と同様，消費（最終消費）と投資活動

（機械や装置などの設備投資）とに分類することができる。

まず，公的部門の投資活動は「公的固定資本形成」と呼ばれ，通常用地費・補償費を除い

た公共事業費を指す。一方，政府部門の消費活動は国民経済計算においては「政府最終消費

支出（以下政府消費と表記)」として区分される。この中には，公務員給与や文教・科学予

算，防衛費や社会保障関係予算の一部（医療保険給付や介護保険給付など現物社会給付）等，

公共事業以外の支出が含まれる。政府消費は，具体的には一般公共サービス（行政など)，

防衛，公共の秩序・安全（警察，消防など)，環境保護（廃棄物管理，公害対策など)，娯楽・

文化・宗教，住宅・地域アメニティ（住宅開発，地域開発，上水道など）のほか，教育，経

済業務，保健（病院サービス，公衆衛生など)，社会保護（障害，老齢，遺族，失業など）

という項目に区分される。

なお，現物社会給付などを除いた公的年金や失業保険給付など経済主体間の移転支出は，

日本の国民経済計算では政府消費には含まれず,「一般政府から家計への移転の明細表（社

会保障関係)」に区分されていることに注意されたい。
1)

2.2 政府消費の近年の動向

図 1 は，国民経済計算における政府消費の推移について，人口一人当たりの実質額を，

1980年から2013年（年度の値）まで整理したものである。
2)
図から明らかなように,「保健，

社会保護」の支出は，一時的に1990年代後半に減少しているものの，それ以外の期間では増

加を続けている。一方，一般公共サービスなどその他の支出は2000年代に伸びが止まるか，

減少している。

このような特徴が政府支出に現れているのは，少子高齢化が進展しているからである。図

2 で政府消費の65歳以上人口一人当たりの額をみると,「保健，社会保護」は，1997年から

1999年の金融危機時以外はほぼ一定であり，かつ最も大きな項目である。一方,「経済業務」

や「一般公共サービス等」については，65歳以上人口一人当たりでは減少している。すなわ

ち,「保健，社会保護」の支出総額増加は，高齢者一人当たりの支出額が増えたことによる

ものではなく，高齢者人口の増加によるのである。

次に，都道府県（地域）別の動向についても概観する。ここで，現物社会給付の内訳は，

一般政府から家計への医療給付分および介護保険給付分である。この点に着目し，内閣府の
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図 1 政府最終消費支出の内訳と推移

保健，社会保護
経済業務
一般公共サービス，防衛，公共，環境，文化，住宅
教育

（出所）内閣府「国民経済計算｣，総務省統計局「人口推計」より作成。2004年度までは2000年基準・93SNA

の値，2005年度以降は2005年基準・93SNAの値である。
（注）一般政府の機能別最終消費支出・支出項目別の人口一人当たり実質値（固定基準)。ただし，いくつ

かの項目をまとめている。
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図 2 政府最終消費支出の内訳と推移
（65歳以上人口一人当たりに直したもの）

保健，社会保護
経済業務
一般公共サービス，防衛，公共，環境，文化，住宅
教育

（出所）図 1と同じ
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「都道府県経済財政モデル」から，実質老人給付および介護給付のデータを用いて，図 3A

から図 4Bまでに，高齢化地域と低高齢化地域のおのおのについて，人口一人当たりの数値
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図 3A 人口一人当たり実質老人給付の推移（高齢化地域)
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（出所）内閣府「都道府県経済財政モデル」
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図 3B 人口一人当たり実質老人給付の推移（低高齢化地域)
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図 4A 人口一人当たり介護給付の推移（高齢化地域)

（出所）図 3Aに同じ。
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図 4B 人口一人当たり介護給付の推移（低高齢化地域)
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を示した。なお，低高齢化地域と高齢化地域との区分は宮崎・大久保・釣（2015）に従った

ものである。
3)
また，介護給付は介護保険制度の施行が2000年度であるため，2000年度以降の

データのみ記載されていることに注意されたい。

図から分かるように，図 1と同様，1990年代後半からは，地域の過疎・高齢化の進展の度

合いにかかわらず，人口一人当たり実質老人給付および介護給付額が全国的に増加している。

すなわち，近年の政府消費の増加の要因は，マクロおよび地域両面で，高齢化の進展に伴い

社会保障関係の項目が増加していることに求められる。

3 実 証 分 析

3.1 論点整理

第 2節において，政府消費の増加の主な要因は社会保障関連支出の拡大であることが示さ

れた。この点を踏まえ，本節では政府支出の構成の変化が民間消費にどのような影響を与え

るのかに着目して実証分析を試みる。分析の論点は，民間消費と政府支出の関係性がマクロ

と地域とで異なるかについてである。

ところで，政府支出が民間消費に与える影響については，直接的効果と予算制約を通じた

経路の二つが想定される。本稿では後者の予算制約を通じた経路に着目し分析を試みる。

最初に，直接的な効果について簡単に確認しながら分析の意義を明らかにしたい。政府支

出を政府消費と公共投資に分けたとき，このうち政府消費が民間消費へ与える直接的な影響

として，代替・補完関係が考えられる。このような直接効果についての研究は，Barro

(1981) によるダイレクト・クラウディング・アウトの分析を契機に盛んに行なわれるよう

になった。その後，クラウディング・アウトのみならず，クラウディング・インについての

分析も Karras (1994), Molana (1997), Amano and Wirjanto (1998) などでなされている。

さらに，両者の同時点間の代替の弾力性のみならず，Edgeworth-Pareto (以下 E�P) の意味

での代替性（あるいは補完性，または無関係）の分析も行なわれてきている。

政府支出の項目による効果の違いについては，たとえば，Fiorito and Kollintzas (2004) が

政府支出をメリット財とそれ以外とに分け，クロス・カントリーデータを用いて分析をして

いる。第 2節での近年の動向の整理を踏まえると，日本における政府支出の構成変化の影響

を調べるには，このような支出項目による違いに留意する必要があることが分かる。加えて，

近年の日本のデータを用いた実証研究では，民間消費と政府支出の同時点間の代替の弾力性

の高まりがみられる。これには高齢化による社会保障費の増大が影響していると考えられる

ことから，高齢化の地域差も考慮する必要がある。
4)

次に，将来予想される可処分所得の変化を通じた政府支出の民間消費への影響を考える。

日本では制度上，高齢者が多い地域は人口一人当たりの年金の受給額が相対的に他地域より
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大きくなり，また，社会保障関連の政府サービスをより多く受ける。一方，高齢化が進展し

ていない地域では相対的に社会保障の負担率が高くなる。もし，双方の地域における家計が，

リカード型の政府の予算制約条件を前提として行動しているならば，将来にわたる負担と給

付および便益が一致するため，政府消費の変化は民間消費に家計の予算制約上では影響を与

えない。

しかしながら，現在の日本では，国民がそのような認識を有しているとは考えにくい。た

とえば，内閣府（2009）｢平成21年度 年次経済財政報告」(経済財政白書）による「年金の

将来に対する信頼感の各国比較」分析では，76％の人が「やや不満」か「不満」と回答し，

年金への信頼度が低いことが分かる。一方，金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する

世論調査 平成26年調査結果」によると，老後の生活費の収入源について，80.6％の人が

「公的年金」とアンケートに答えている。

多くの人が退職後の生活を公的年金からの収入に頼る現状にもかかわらず，制度への満足

度は低い。このような状況では，勤労世代は生涯にわたる社会保障の負担と便益が等しくな

るとは捉えず，消費が抑制されうる。一方，高齢者においては年金等からの収入見通しと消

費を一致させて良いと言える。

本稿では都道府県パネルデータを利用することで，マクロでの消費動向からは得られにく

い高齢化による政府支出に対する民間消費の反応の程度を分析する。消費支出を，高齢化と

関連が深い政府消費と関係が薄い公共投資とに分けて分析することで，より明確な結論を導

き出す。

3.2 政府支出と地域分析

恒常所得仮説をベースにして実証モデルを構築する。
5)
第 2 節でもみたように，高齢化が政

府支出の構成の変化をもたらしていることから，地域の人口構成によって政府支出額に地域

差が生じているのは容易に理解できる。しかしながら，可処分所得や税・社会保障負担にど

のような地域差があるのかは，制度によっても規定されるため，理論による一般化はできな

い。そこで，最初に制度およびデータを確認して，モデル定式化の準備を行なう。ここでの

論点は，地域間で一人当たり税負担の差は小さいが，政府支出の差は大きいことである。

国民が負担する税には，法人税を除くと，主に，国の収入となる消費税と所得税，地方公

共団体の収入となる住民税（道府県税および市町村税など）がある。その他にも社会保障負

担として国民健康保険などがある。一方，政府支出の一人当たり額の地域差をもたらすもの

としては，中央政府の各地域における支出の他に，地方政府への財政移転である地方交付税

交付金などが存在する。

図 5では，2010年度における県内総生産の実質値の大きい順に，2013年度の都道府県にお
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ける一人当たり地方税収と地方交付税交付金を示した。一人当たり地方税収は，東京都を除

くと地域間の差が小さい。一方，地方交付税交付金は経済規模が小さいほど多く，地域差が

大きい。

このことは市町村についても当てはまる。図 6Aと図 6Bは，総務省「平成25年度 市町村

別決算状況調」と総務省「平成26年 1 月 1 日住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別)」

により，2013年度の市町村の地方税（個人分のみ）および地方交付税交付金と人口の関係を，

60歳人口割合の平均（約37.7％）を基準として，低高齢化地域（904市町村）と高齢化地域

（828市町村）とに分けて示したものである。人口については，60歳以上人口と20歳以上59

歳未満人口について確認している。

まず，図 6Aにより地方税（個人分）と人口との関係をみると，両地域ともに比較的強い

正の相関がみられる。所得差に応じた税負担の差はあるものの，一人当たり税負担率の地域

間格差は，都道府県の場合と同じくほとんどみられない。

一方，図 6Bにより地方交付税交付金と人口との関係をみると，低高齢化地域では両変数

の相関が弱いのに対して，高齢化地域では明らかに正の相関がある。相関係数は，低高齢化

地域においては，60歳以上人口と20～59歳人口について，それぞれ約0.62と約0.54であるの

に対して，高齢化地域ではそれぞれ約0.84と約0.82である。

したがって，市町村についても都道府県と同様，地方交付税交付金でみた政府支出の地域

差が生じていることが分かる。背景には，高齢化とそれに伴う当該地域における政府消費規
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図 5 都道府県別一人当たり地方税と地方交付税交付金（2013年度決算)
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（出所）総務省「平成25年度都道府県決算状況調｣，総務省「平成26年 1 月 1 日住民基本台帳年齢階級別人口
（市区町村別)」より作成。

（注）都道府県の歳入総額のうち，地方税と地方交付税交付金について一人当たり額を求め，2010年度におけ
る実質 GDP 規模が大きい順に並べ替えた。ただし，都道府県の歳入には，その他にも地方譲与税，国
庫支出金，地方債などがある。なお，図の地方交付税交付金には地方特例交付金は含まれていない。
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図 6A 地方税と人口（60歳以上および20歳以上59歳未満）の関係（2013年度)
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（出所）総務省「平成25年度 市町村別決算状況調｣，総務省「平成26年 1 月 1 日住民基本台帳年齢階級別人口
（市区町村別)」より作成。

（注）60歳以上人口の割合が市町村平均（約37.7％）以下の地域を低高齢化地域とし，それより大きい地域を
高齢化地域とした。

図 6B 地方交付税交付金と人口の関係（2013年度)
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模の拡大があると考えられる。

以上から，税負担率については地域間格差が小さい一方，地方政府の歳出につながる地方

交付税交付金は高齢化に伴う地域間格差が存在することが確認できた。そこで本稿では，所

得に対する税負担率については地域間で同じであるとの仮定を置き，地域別の恒常所得につ

いては，所得格差はあるものの将来所得の変化率は地域間で同じであると仮定して分析を進

める。

3.3 実証分析

�期の地域 �における一人当たり実質民間消費を���とし，同様に一人当たり実質額の政

府消費を ���，公共投資などその他の政府支出を���，各地域の所得（県内総生産）を���，

税・社会保障負担を ���とする。3.2節までの事実確認を踏まえ，各地域の民間消費は将来

可処分所得の割引現在価値に依存するとともに，政府支出との代替・補完関係があるとして，

����	����������

����


��� ���

という地域の消費関数が書けるものとする。ただし，単純化のために政府から民間への所得

移転をゼロとして，社会保障負担としては主に介護・医療に関する政府サービスを賄う財源

を想定している。�

��と �


��は将来にわたる所得と税・社会保障負担の割引現在価値である。

	���は，政府支出や恒常所得についての関数である。

リカード型の政府予算制約であれば，政府支出の割引現在価値と税・社会保障負担の割引

現在価値は等しくなる。しかしながら，地域別ではそうなるとは限らず，( 1 ）式のような

消費関数を想定することができる。( 1 ）式を各地域の所得 ���で除して以下のような関係

に書き換えることができるとする。

���

���

�	
���

���

�
���

���

������� � ���

ここで，��と ��は，以下で定義されるように，地域別の所得・将来所得の比率と税負担率

で，それぞれについて地域差を一定とし固定した。その結果，( 2 ）式において所得や税は，

各地域へ一様な影響を消費に与えることになる。

�����

�

�

��

������

�

�

��

���

次に，本来はこの関数を特定化して，実証モデルを導く必要があるが，前述のように本稿

では，恒常所得仮説をベースに社会保障制度や地域差を考慮する分析のため，一般化が難し

い。そのため，前項での事実確認に基づいて，両辺の変数の対数をとって線形化した上で，

マクロのショック項を加え以下のような実証モデルを導く。

������
�������
�������
���������� ���
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将来所得と将来税負担の項がないのは，それらが変化した場合の影響が，比率でみたとき

に，消費の相対的な地域差を生じさせないからである。そのため，固定効果やマクロショッ

クでそれらの変化を捉えることができ，この式では，

������������� ���

となっている。��はパネル分析における固定効果となる。��は時間に関して各経済主体に

共通の効果（時間効果）であり，マクロでの所得と税負担の影響を捉える。

実証分析のデータはすべて内閣府で提供されている都道府県経済財政モデルの最新版

（2014年11月 7 日更新）を用いる。
6)
対象は47都道府県であり，標本期間は1980年から2009年

の30年間である。なお，データはすべて2000年基準で実質化している。

推定は固定効果（ウィズイン）推定により行ない，時間効果については年次ダミーを考慮

している。なお公共投資 �����には公的固定資本形成を用いるが，総額と一般政府のみ取

り出した場合の二つのケースを考える。( 4 ）式の推定結果は表 1 に示した通りである。表

から分かるように，政府消費 �	���と県内総生産 �
���はいずれの場合も有意に正に推定

される。ただし，政府投資は総額の場合は有意に負に推定される一方，一般政府のみに限定

した場合は有意に推定されなかった。高齢化と関連の深い政府消費が民間消費を増加させる

ことは，家計はリカード型の政府の予算制約条件を前提として消費行動を行なっていないこ

とを示唆するものである。
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表 1 (４）式の推定結果

推定方法＝固定効果（ウィズイン）推定，被説明変数＝民間最終
消費支出，サンプルの大きさ＝1410
政府消費 0.557*** 0.551***

(0.032) (0.032)
公的固定資本形成 �0.017**
（総額） (0.009)
公的固定資本形成 �0.001
（一般政府） (0.012)
県内総生産 0.360*** 0.357***

(0.022) (0.022)
定数項 1.893*** 1.837***

(0.345) (0.466)
決定係数 0.941 0.941
（注）***は 1 ％，**は 5 ％の有意水準でそれぞれ帰無仮説が棄却されたことを

示し，括弧内は係数の標準誤差を示す。
紙幅の都合上，年次ダミーの推定結果の報告は割愛している。



4 結 論

本稿では，近年の政府消費の動向を整理するとともに，簡単な実証分析を試みた。データ

の整理を踏まえ，高齢化の進展により保健・社会保護など社会保障関係の項目が増加してい

ることが示された。地域別にみた場合，高齢化の進展にかかわりなく，いずれの都道府県で

も社会保障に関する費目が増加している。また，都道府県パネルデータを用いた実証分析の

結果，政府消費が民間消費をむしろ増加させてきたことが示された。

注意すべきは，本稿の実証分析の結果は，政府消費が直接効果により民間消費を増加させ

ているのではなく，リカード型の政府の予算制約条件を前提とせずに高齢者の消費が増加し

ていることを明らかにした点である。この結果は，高齢化社会において，政府債務増加を伴

う政府消費の増大が，地域別データでみると過剰な民間消費をもたらしている可能性を示唆

するものである。

しかしながら，本稿では政府消費の内訳を区分して実証分析を試みていない。政府消費の

中でも，民間消費を喚起しうるものもあれば，代替的な性質を持つものも存在すると考えら

れる。この点は今後の課題である。

注

＊ 本稿は宮崎が受給している科学研究費補助金（基盤研究（C）(研究課題番号：26380361)）の

成果の一部である。

1）政府消費の内訳と定義については，西村・宮崎（2015）も参照のこと。

2）2004年度までは2000年基準・93SNA の値であり，2005年度以降は2005年基準・93SNA の値で

ある。教育以外の項目では両者の統計でトレンドに大きな差異はみられないものの，この点は注

意されたい。

3）詳細は宮崎・大久保・釣（2015）を参照のこと。

4）宮崎・大久保・釣（2015）は，政府消費の地域間の差異を考慮した分析を行なっても，1990年

代半ば以降に政府消費と民間消費の同時点間の代替の弾力性が高まっていることを示している。

5）本稿のモデルと同様に恒常所得仮説を前提にして，政府支出と課税が地域ごとでは一致しない

ことを利用した分析は，伊藤・渡辺（2004）でも行なわれている。

6）詳細については http://www5.cao.go.jp/keizai3/pref_model.html を参照のこと。
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